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 開  会  

 議  長  総務課長 

 総務課長  おはようございます。 

 町民憲章の朗読を行いますので、ご起立のうえお願いいたします。 

 本文のみ読み上げますので、ご唱和をお願いいたします。 

町民憲章 

一つ、私たちは、豊かな自然に満たされた筑前町をつくります。 

一つ、私たちは、伝統と文化を守り、育てる筑前町をつくります。 

一つ、私たちは、平和を願い、命を大切にする筑前町をつくります。 

一つ、私たちは、人を思いやり、共に支え合う協働の筑前町をつくります。 

一つ、私たちは、こどもが元気で健やかに育つ筑前町をつくります。 

一つ、私たちは、健康で希望に満ち、活気と笑顔あふれる筑前町をつくります。 

 ありがとうございました。 

 議  長  おはようございます。 

 本日の出席議員は、１６人につき定足数に達しております。 

 ただ今から、平成２８年第４回筑前町議会定例会を開会します。 

（１０：０２） 

 日程第１  

 議  長  日程第１「会議録署名議員の指名」を、行います。 

 本定例会の会議録署名議員は、会議規則第１２４条の規定によって、 

９番 山本久矢議員及び１０番 川上康男議員を、指名します。 

 日程第２  

 議  長  日程第２「会期の決定について」を、議題とします。 

 お諮りします。 

 本定例会の会期は、本日１２月５日から１４日までの１０日間としたいと思いま

す。 

 これに、ご異議ありませんか。 

 （異議なし） 

 議  長  異議なしと認めます。 

 したがって、会期は、本日から１２月１４日までの１０日間と決定しました。 

 日程第３  

 議  長  日程第３ 「町長のあいさつ及び提案理由の説明」を求めます。 

町長 

 町  長  おはようございます。 

 本日は、平成２８年第４回定例会を招集しましたところ、全員ご出席いただきあり

がとうございます。 

 さて、筑前町の今年の秋の話題を３点あげたいと思います。 

 最初に、ワラ・ゴジラです。どーんとかがし祭りにおけるワラ・ゴジラの完成は、

町を全国に発信する機会となり、町の知名度の向上と県内外から多くの方の来場に繋

がりました。何げない田んぼで何でもない藁から創作された人々を魅了する芸術作品

です。このゴジラ製作で、住民協働、手作り、コンプライアンス等、多くのことを学

んだところです。 

 次に、福岡県市町村対抗駅伝での町村の部優勝です。スポーツ部門を有するような

企業もない本町で、町民ランナーが疾走し元気な筑前町を大いにアピールしました。 

 ３番目に、県知事の本町訪問であります。１１月１４日の午後、約６時間、中牟田

小学校での子どもとの給食をはじめ、みなみの里、平和記念館、ワラ・ゴジラ、多目
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的運動広場、少年大使館等を視察され、多くの町民と意見を交換されました。 

 市町村対抗駅伝で活躍されたママさんランナー、またみなみの里のまき焚きご飯の

７０代の女性、クロダマルの六次化に取り組む農家の女性、ワラ・ゴジラ製作者、記

念館で９７式戦闘機を英語で説明する中学生など、多くの住民と懇談されました。 

 知事からは、「筑前町はやすらぎの中に活気を感じる良い町です。食と平和、教育

という目標が鮮明で分かりやすい、県もしっかり応援します。」とのことでした。 

 そして、５年に一度の国勢調査人口が確定いたしました。２万９,３０６人、地方交

付税等の基礎数値となります。合併時から減少していた人口が、わずかではあります

が増加に転じました。人口減少社会の中で増加することは町の活力であり、民間の投

資を呼び込む力になります。「福岡県筑前町に人あり」を改めて実感した、実り多き

収穫の秋であったと思います。 

 それでは、本日提案します議案等１０件の説明を申し上げます。 

 なお、今会期中に追加議案の上程を予定していますので、このことにつきましても

よろしくお願いいたします。 

 議案第５１号 財産の取得につきましては、筑前町図書システム構築事業に係る備

品を取得するにあたり、地方自治法及び筑前町議会の議決に付すべき契約及び財産の

取得又は処分に関する条例の規定により議会の議決を求めるものです。 

 議案第５２号 筑前町税条例等の一部を改正する条例の制定につきましては、地方

税法等の一部を改正する等の法律等の施行に伴い、筑前町税条例等の一部を改正する

必要が生じたことにより議会の議決を求めるものです。 

 議案第５３号 筑前町国民健康保険税条例の一部を改正する条例につきましては、

所得税法等の一部を改正する法律の公布及び外国人等の国際運輸業に係る所得に対

する相互主義による所得税等の非課税に関する法律施行令等の一部を改正する政令

の施行に伴い、筑前町国民健康保険税条例の一部を改正する必要が生じたことにより

議会の議決を求めるものです。 

 議案第５４号 筑前町分担金徴収条例の一部を改正する条例の制定につきまして

は、湯の谷ため池整備事業を実施するにあたり、関係受益者に対する負担軽減を図る

ため、筑前町分担金徴収条例の一部を改正する必要が生じたことにより議会の議決を

求めるものです。 

 議案第５５号 筑前町都市公園条例の一部を改正する条例の制定につきましては、

多目的運動公園の多目的運動広場照明使用料、野球場使用料及び野球場照明料を徴収

することに伴い、筑前都市公園条例の一部を改正する必要が生じたことにより議会の

議決を求めるものです。 

 議案第５６号 平成２８年度筑前町一般会計補正予算（第４号）につきましては、

補正額２億２,９４１万４,０００円を増額し、補正後の歳入歳出総額をそれぞれ１３

７億９７５万１,０００円とするものです。 

 主な補正内容としましては、 

消費税率の引き上げによる影響を緩和することを目的として支給する『経済対策臨

時福祉給付金 １億１４７万７,０００円』 

 前年度分の国県負担金補助金の返還及び障害児給付について、当初の見込みより利

用者が増加したことによる『障害者自立支援給付費事業 ３,１１３万５,０００円』 

 国のＴＰＰ対策補正予算により、両筑第２地区が補助対象となったため事業を追加

することによる『両筑平野用水事業事務 １,９４９万４,０００円』 

などを追加するものです。 

 議案第５７号 平成２８年度筑前町国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）

につきましては、補正額８８２万３,０００円を減額し、補正後の歳入歳出総額をそれ
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ぞれ４２億９,２７０万１,０００円とするものです。 

 議案第５８号 平成２８年度筑前町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）に

つきましては、補正額８３０万４,０００円を増額し、補正後の歳入歳出総額をそれぞ

れ３億４,１３０万６,０００円とするものです。 

 議案第５９号 平成２８年度筑前町農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号）

につきましては、補正額１６５万円を減額し、補正後の歳入歳出総額をそれぞれ１億

６,９７０万８,０００円とするものです。 

 議案第６０号 平成２８年度筑前町公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）に

つきましては、補正額１,１１０万円を減額し、補正後の歳入歳出総額をそれぞれ１２

億５,６４９万３,０００円とするものです。 

 以上が、本日提案しました議案等の提案理由でございますが、いずれも重要な案件

でございますので慎重にご審議のうえ、ご賛同賜りますようお願い申し上げ、開会に

あたりましてのご挨拶と議案等の説明といたします。よろしくお願いいたします。 

 議  長  町長の提案理由の説明が終わりました。 

 日程第４～

日程第１３ 

  

 議  長  会議規則第３５条の規定により日程第４から日程第１３までを、一括議題としま

す。 

 お諮りします。 

 一括議題とした日程第４、議案第５１号から日程第１３、議案第６０号までは、議

案の説明のみ行いたいと思います。 

 これに、ご異議ありませんか。 

 （異議なし） 

 議  長  異議なしと認めます。 

 それでは順次、議案の説明を求めます。 

 議案第５１号。 

財政課長 

 財政課長  それでは、議案書の２ページをお願いいたします。 

 議案第５１号「財産の取得について」 

 次のとおり財産を取得するため、議会の議決を求める。 

 本日提出、町長名でございます。 

 提出理由につきましては、町長の提案理由のとおりでございます。 

 ３ページをお願いいたします。 

 取得する財産につきましては、デスクトップ型パソコン２８台、ノート型パソコン

８台、プリンター８台、その他周辺機器一式となっております。 

 取得価格につきましては、１,１５５万６,０００円でございます。 

 契約の相手方につきましては、福岡市博多区東比恵３丁目１番２号、株式会社 富

士通マーケティング 九州支社、支社長 夏堀隆善。 

 納期限に来ましては、平成２９年１月６日でございます。 

 ４ページをお願いいたします。 

 ４ページに入札の結果を載せております。 

 株式会社 富士通マーケティング九州支社が第１回の入札で落札し、落札率は９

７．４％でございます。 

 以上で、説明を終わります。 

 議  長  税務課長 

 税務課長  それでは、議案書の５ページをお開きください。 
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 議案第５２号「筑前町税条例等の一部を改正する条例の制定について」 

 標記の条例を別紙のとおり提出する。 

 本日提出、町長名でございます。 

 提案理由につきましては、先ほど町長から冒頭に説明されましたので省略いたしま

す。 

 次のページ、６ページをご覧ください。 

 今回の改正は、本則第１８条の３から第９１条及び附則６条から終わりの５条ま

で、全体３０ページにわたっておりますが、その改正内容につきまして、追条ごと要

点のみ簡潔に説明させていただきます。 

 ６ページの１条、第１８条の３、納税証明事項の改正については、現行の「軽自動

車税」の字句を、「種別割」に名称変更することの規定整備であります。 

 ６ページから１３ページの第１９条、第３４条、第４８条、第５０条については、

納期限後に納付し、又は納入する税金に係る延滞金で、延滞金の計算期間から一定の

期間を控除して計算されたことに伴う納付など、４条の所要の規定整備であります。 

 戻りまして７ページの、第３４条の４の改正については、法人税の標準税率及び制

限税率が引き下げられることに伴う所要の規定整備で、消費税１０％時の地域間の税

源の遍在性を是正することに倣い、税率を引き下げに沿わせて１０．６％から８．４％

へと改正をするものであります。 

 条例で定めるこの項目は、特例措置の実施延長を平成３１年１０月１日からと変更

する予定であります。 

 進みまして１３ページ、中段の第８０条の改正については、軽自動車税の納税義務

者を軽自動車の取得者に環境性能割によって規定し、所有者に種別割によって課する

ことの規定を整備するものであります。 

 １４ページの第８１条の２は、条例において規定することとされている日本赤十字

社の所有する軽自動車の非課税の範囲の規定であります。 

 １４ページから１５ページの第８１条の３から同条の８までは、環境性能割の各種

規定であり、第８１条の９は、軽自動車のみなす課税を改正したものです。 

 条例で定めるこの６項目は、特例措置の実施延長を平成３１年１０月１日まで変更

する予定であります。 

 次に、１６ページから２０ページの第８２条から第９１条の改正については、法律

改正にあわせて、現行８項目の「軽自動車税」の字句を「種別割」に変更することの

規定整備であります。 

 ２０ページから２１ページの下段の附則第６条は、特定一般用医薬品等購入費を支

払った場合の医療費所得控除の特例の新設であります。 

 ２１ページから２２ページで、附則第１５条の２から同条の６の改正については、

軽自動車税の環境性能割の各種規定であります。条例で定めるこの新設５項目は、特

例措置の実施延長を平成３１年１０月１日からと変更する予定であります。 

 ２２ページの附則第１６条の改正については、軽自動車税の種別割のグリーン化特

例経過の１年延長及び環境性能割３段階の導入に伴い、現行の軽自動車税を種別割に

名称変更する所要の規定整備であります。 

 ２４ページから２７ページの２条でございます。 

 附則第２０条の２は、特例適用利子等及び特例適用配当等に係る個人の町民税の課

税の特例の新設であります。 

 ２７ページから３１ページの附則第２０条の３の改正については、附則第２０条の

２の新設に伴う条のずれであります。 

 ３１ページから３３ページの３条です。 
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附則第６条の改正については、法律改正にあわせて現行の軽自動車税を種別割に名

称変更するなどの各種規定の整備であります。 

 ３３ページから３４ページの４条でございます。 

 第５条第７項の改正については、町たばこ税に関する経過措置、特例税率の廃止に

おける延滞金関係一部の申告書式を削除する改正規定の整備であります。 

 以上、第１条の本則、第１８条の３から第９１条まで、及び附則第６条から附則第

５条を含めて、ほとんどが軽自動車税関連でございますが、３４条にわたり改正をし

ているところでございます。 

 議案書の３４ページをお開きください。 

 下段のところでございます。この改正条例は、附則で謳っておりますように、平成

２９年４月１日から施行するものであります。詳細な改正内容につきましては、先日

議員に配布いたしております筑前町税条例等の一部改正についての概要などをご覧

いただき、ご理解賜りますようよろしくお願い申し上げまして、議案第５２号、筑前

町税条例の一部を改正する条例の制定についての説明を終わります。 

 議  長  健康課長 

 健康課長  議案書の３６ページをお願いいたします。 

 議案第５３号「筑前町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について」 

 標記の条例を別紙のとおり提出する。 

 本日付け、町長名でございます。 

 提案理由は、町長説明のとおりでありますので省略をいたします。 

 ３７ページをお願いします。 

 今回の改正は、所得税法などの関係法令の改正により、住民税の課税の特例として、

特例適用利子等及び特例適用配当等が分離課税となりますが、国民健康保険税の所得

割額の算定及び軽減判定に用いる総所得につきましては、従来どおり特例適用利子等

及び特例適用配当等の額を総所得金額に含めるために、規定の整備を行うものであり

ます。 

 なお、１７条の特例適用利子等及び１８条の特例適用配当等につきましては、国内

居住者が支払いを受ける事業所得のうち、外国において設立された団体の所得として

取り扱われる特定対象事業所得にかかわる利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得

及び雑所得のことでございます。 

 附則第１条、この条例は、所得税法等の一部を改正する法律、附則第１条第５号に

掲げる規定の施行の日から施行する。平成２９年１月１日の施行となります。 

 以上、説明を終わります。 

 議  長  農林商工課長 

農林商工課長  議案書４０ページをお願いいたします。 

 議案第５４号「筑前町分担金徴収条例の一部を改正する条例の制定について」 

 標記の条例を別紙のとおり提出する。 

 本日付け、町長名でございます。 

 提案理由につきましては、町長説明のとおりでございます。 

 ４１ページをお願いいたします。 

 附則第９項において、平成２８年度湯の谷ため池整備事業について、受益者の負担

率を１２％とし負担軽減を図ろうとするものでございます。 

 なお、この事業につきましては昨年度から実施をしておりまして、引き続き残りの

部分の浚渫工事などを行い、本年度事業完了を予定しておるところでございます。 

 以上、説明を終わります。 

 議  長  生涯学習課長 
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生涯学習課長  議案書の４２ページをお願いいたします。 

 議案第５５号「筑前町都市公園条例の一部を改正する条例の制定について」 

 標記の条例を別紙のとおり提出する。 

 本日付け、町長名でございます。 

 提案理由は、町長の提案理由と同じでございますので省略をさせていただきます。 

 ４３ページをお願いいたします。 

 筑前町都市公園条例の一部を次のように改正する。 

 来年３月に広場照明及び野球場照明が完成するに伴いまして、その使用料を定める

ものでございます。 

 表の説明については、省略させていただきます。 

来年４月からの施行と考えております。以上でございます。 

 議  長  財政課長 

 財政課長  それでは、議案書の４５ページをお願いいたします。 

 議案第５６号「平成２８年度筑前町一般会計補正予算（第４号）について」 

 平成２８年度筑前町一般会計補正予算（第４号）を別冊のとおり提出する。 

 本日付け、町長名でございます。 

 別冊のですね、平成２８年度一般会計補正予算（第４号）をお願いいたします。 

 １ページをお願いいたします。 

 平成２８年度筑前町一般会計補正予算（第４号）は、次に定めるところによる。 

 歳入歳出の補正につきましては、歳入歳出それぞれ２億２,９４１万４,０００円を

追加し、歳入歳出それぞれ１３７億９７５万１,０００円とするものでございます。 

 地方債の補正につきましては、６ページの第２表のとおりでございます。公共事業

等債７２０万円の増額補正でございます。 

 ７ページ、８ページ、総括表でございます。 

 ８ページをお願いいたします。 

 補正額の財源の内訳でございます。右のほうでございます。 

 国県支出金１億２,５６９万５,０００円、それから、地方債７２０万円、その他基

金、災害復旧分担金９９６万２,０００円、一般財源８,６５５万７,０００円でござい

ます。 

 歳出のほうから主なものを説明したいと思います。 

 １２ページをお願いいたします。 

 １２ページ、２款１項総務管理費でございます。 

 １３目多目的運動広場整備等基金費につきましては、国有提供施設等所在市町村交

付金の確定によるものでございます。積立金２７１万７,０００円でございます。 

 それから、１５目ふるさと応援基金につきましては、寄付の増加を見込んだ積立金

５００万円でございます。 

 それから、１９目企画費につきましては、ふるさと応援基金の増によりまして、返

礼品や手数料の増がございます。３１３万１,０００円でございます。 

 １３ページをお願いいたします。 

 １３ページ、２１目行政情報処理費につきましては、自治体情報のセキュリティ強

靭化を図る業務委託６１６万３,０００円でございます。 

 １４ページをお願いいたします。 

 ３款１項社会福祉費でございます。 

 ５目老人福祉費につきましては、保護対象者が増えたことによる高齢者虐待防止等

緊急支援事業委託料２８１万６,０００円、それから、後期高齢者医療療養給付費負担

金１,３１４万９,０００円でございます。 
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 ６目障害者福祉費につきましては、利用者が増えたことによる自立支援給付費１,

８７１万５,０００円、それから、前年度の国県負担金の返還金１,２４２万円でござ

います。 

 １１目臨時福祉給付金につきましては、消費税の引き上げによる影響を緩和するた

めの経済対策給付金１億１４７万７,０００円でございます。 

 １６ページをお願いいたします。 

 ４款２項清掃費でございます。 

 ２目塵芥し尿処理費につきましては、サン・ポートの負担金の増によりまして６４

４万３,０００円増額となっております。 

 それから、５款１項農業費でございます。 

 ５目農地費につきましては、国のＴＰＰ対策補正による県営二期事業費の負担金１,

９４９万４,０００円でございます。 

 １７ページをお願いいたします。都市計画費でございます。 

 ７款４項都市計画費、３目国交省公園事業費につきましては、多目的運動公園開園

に伴います落成式等の費用１８８万５,０００円でございます。 

 １９ページをお願いいたします。 

 １０款災害復旧費でございます。 

 ９月の１８日の台風１６号によります災害復旧箇所１２カ所の復旧費でございま

す。総額１,３８４万円でございます。 

 それから、歳入につきましても説明いたします。主なものを説明いたします。 

 ９ページをお願いいたします。 

 ６款地方消費税交付金でございます。２,０７６万７,０００円でございます。見込

みによる一般財源の増でございます。 

 ９款国有提供施設等所在市町村助成交付金でございます。いわゆる基地交付金でご

ざいます。決定によるものでございます。２７１万７,０００円でございます。 

 それから、１０款地方特例交付金７２６万４,０００円、これも交付決定によるもの

でございます。 

 １３款分担金及び負担金につきましては、農林水産費分担金と災害復旧費分担金４

０９万８,０００円でございます。 

 それから、１５款国庫負担金につきましては、障害者自立支援給付費等負担金、未

熟児養育医療費過年度精算金９４６万６,０００円でございます。 

 １０ページをお願いいたします。 

 １５款２項国庫補助金でございます。経済対策臨時福祉給付金給付事業費補助金等

１億１６６万円でございます。 

 それから、１６款１項県負担金につきましては、障害者自立支援給付費負担金４６

７万８,０００円でございます。 

 １６款２項県補助金につきましては、子ども医療費過年度精算金１２７万７,０００

円、それから、農村環境整備事業補助金８６１万４,０００円でございます。 

 １８款１項寄附金につきましては、ふるさと応援寄附金等ですね、５１４万の増を

見込んでおります。 

 以上で説明を終わります。 

 議  長  健康課長 

 健康課長  議案書の４６ページをお願いいたします。 

 議案第５７号「平成２８年度筑前町国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）

について」 

 平成２８年度筑前町国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）を別冊のとおり
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提出する。 

 本日付け、町長名でございます。 

 別冊の２８年度国保特別会計補正予算（第３号）をお願いいたします。 

 １ページをお願いします。 

 平成２８年度筑前町の国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）は、次に定め

るところによる。 

 歳入歳出予算の補正でございます。 

 第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ８８２万３,０００円を減額し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４２億９,２７０万１,０００円とするもので

す。 

 それでは、内容につきまして、事項別明細書で説明をいたします。 

 ７ページをお願いいたします。 

 歳出です。 

 １款１項１目の一般管理費は、４月人事異動後の職員人件費の確定によるもので

す。 

 ２款１項１目は、補助金確定による財源の変更です。 

 ２款２項は高額療養費でありますが、１目の一般被保険者、２目の退職被保険者と

も当初見込みより増加していることにより増額補正をするものです。 

 ３款後期高齢者支援金、４款前期高齢者納付金、８ページの６款介護納付金は、今

年度の納付額が確定したことによる補正です。３つとも減額補正となります。 

 ７款１項１目は、高額医療費共同事業に対する拠出金ですが、事業を実施しており

ます国保連合会による今年度の決算見込みが示されたことによる増額の補正です。 

 １１款１項３目の償還金につきましては、２７年度分療養給付費負担金などの確定

により、超過交付分を返還するものでございます。 

 次に６ページ、歳入でございますが、３款１項１目の療養給付費等負担金につきま

しては、歳出補正予算の後期高齢者支援金、介護納付金の減額に伴い減額補正するも

のです。 

 ３款２項２目の災害臨時特例補助金は、東日本大震災被災者に対する一部負担金免

除の特例措置に対する補助金の交付が見込まれたことによる補正であります。 

 ４款の療養給付費交付金は２７年度分確定により、その不足分が交付されるもので

す。 

 ７款の高額医療費共同事業交付金は、歳出補正予算の拠出金と同様に国保連合会の

決算見込みにより補正をするものです。 

 ９款の一般会計繰入金につきましては、職員給の減額補正に伴い同額を減額をする

ものです。 

 以上で説明を終わります。 

 続きまして、議案書の４７ページをお願いいたします。 

 議案第５８号「平成２８年度筑前町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）に

ついて」 

 平成２８年度筑前町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）を別冊のとおり提

出する。  

 本日付け、町長名でございます。 

 別冊の２８年度筑前町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）をお願いいたし

ます。 

 １ページをお願いいたします。 

 平成２８年度筑前町の後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）は、次に定める
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ところによる。 

 歳入歳出予算の補正でございます。  

 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ８３０万４,０００円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３億４,１３０万６,０００円とするものです。 

 内容につきまして、事項別明細書で説明をいたします。 

 ７ページをお願いいたします。 

 歳出です。 

 ２款１項１目後期高齢者医療広域連合納付金につきましては、保険料を町で徴収を

し、広域連合に納付をしているものでありますが、広域連合による当初見込みよりも

保険料収入が増えたことにより増額補正をするものです。 

 次に、６ページ歳入でございますが、１款の後期高齢者保険料につきましては、先

ほど説明をいたしました保険料収入の増額補正です。特別徴収、普通徴収分と合わせ

まして６４３万円の増額です。 

 ５款の繰越金は、出納整理期間中の保険料の納付額分につきましては、翌年度予算

で広域連合のほうに納付をすることとなっておりますので、その確定額を増額補正を

するものでございます。 

 以上で説明を終わります。 

 議  長  上下水道課長 

上下水道課長  それでは、議案書の４８ページをお願いいたします。 

 議案第５９号「平成２８年度筑前町農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号）

について」 

 平成２８年度筑前町農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号）を別冊のとおり

提出する。 

 本日付け提出、町長名でございます。 

 別冊の筑前町農業集落排水事業特別会計補正予算書をお願いいたします。 

それでは、説明に入らせていただきます。 

１ページをお開きください。 

平成２８年度筑前町農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号）。 

 平成２８年度筑前町の農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号）は、次に定め

るところによる。 

 第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１６５万円を減額し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ１億６,９７０万８,０００円とする。 

 ８ページをお開き願いたいと思います。 

 事項別明細の説明に入らせていただきます。 

 まずは歳出でございます。 

 １款１項１目農業集落排水施設管理費の３節職員手当につきましては、職員手当等

のうち住居手当について増額をするものでございます。 

 続きまして、１３節委託料につきましては、委託料のうち浄化センター管理委託料

の減に伴います関係で減額するものでございます。 

 続きまして、７ページをお願いいたします。 

 次に、歳入でございます。 

 ４款１項１目一般会計繰入金、先ほど述べましたように、委託料の減に伴いまして、

繰入金について減額するものでございます。 

 以上で、農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号）の説明を終わります。 

 引き続き、議案書４９ページをお願いいたします。 

 議案第６０号「平成２８年度筑前町公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）に
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ついて」 

 平成２８年度筑前町公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）を別冊のとおり提

出する。 

 本日付け提出、町長名でございます。 

 別冊の筑前町公共下水道事業特別会計補正予算書をお願いいたします。 

 説明に入らせていただきます。 

 １ページをお開き願います。 

 平成２８年度筑前町公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）。 

 平成２８年度筑前町の公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）は、次に定める

ところによる。 

 第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１,１１０万円を減額し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ１２億５,６４９万３,０００円とする。 

 第２条、地方債の補正は「第２表 地方債補正」によるものでございます。 

 ８ページをお開き願いたいと思います。  

 事項別明細の説明をいたします。 

 最初に歳出でございます。 

 １款１項１目公共下水道施設管理費、２節の給料及び３節の職員手当等、４節の共

済費につきましては、退職予定者に対して新規職員の１名分を当初計上しておりまし

たが、実質的には下水道管理に係る職員の配置が１名減となったことに伴いまして、

それぞれ減額するものでございます。 

 １３節委託料でございます。 

 委託料のうち浄化センター管理委託料の減に伴うものや公営企業会計移行を１年

間繰り延べすることによりまして、予定しておりました会計システム導入及び例規整

備支援委託料を減額するものでございます。 

 ２７節公課費でございます。これは消費税分でございまして、平成２８年９月議会

で、平成２７年度歳入歳出決算の認定を受けまして、その決算額で消費税申告額を算

出しました結果、平成２７年度及び平成２８年度の消費税がそれぞれ不足となり、増

額するものでございます。 

 次に、７ページをお願いいたします。 

 次に、歳入でございます。 

 ６款１項１目一般会計繰入金、４１０万円の減でございます。先ほどご説明申し上

げましたように、職員給料等の減によるものでございます。 

 ９款１項１目公共下水道事業債、７００万円の減でございます。 

 公会計適用債といたしまして見込んでおりました委託料の、公会計システム導入と

例規整備支援の減額に伴うものでございまして減額するものでございます。 

 以上で、公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）の説明を終わらせていただき

ます。 

 議  長  議案の説明が終わりました。 

日程第１４  

 議  長  日程第１４ 請願第１号「「少人数学級推進などの定数改善」「義務教育費国庫負担

制度２分の１の復元」にかかわる意見書の提出を求める請願書」について、お手元に

お配りしました請願文書表のとおり、所管の常任委員会に負担しましたので報告しま

す。 

日程第１５   

 議  長  日程第１５ 発議第５号「筑前町議会委員会条例の一部を改正する条例の制定につ

いて」を、議題とします。 
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 議案の提案理由の説明を提出者に求めます。 

田中副議長 

田中副議長  それでは、ただ今から発議第５号、提案理由の説明をいたします。 

 議会提出議案書の７ページをお開きください。 

 発議第５号は、筑前町議会委員会条例の一部を改正する条例の制定について。 

 上記の議案を別紙のとおり筑前町議会会議規則第１３条第１項の規定により提出

します。 

 提出者 田中政浩、賛成者は桒野光雄議員、山本一洋議員、田口譲司議員でありま

す。 

 提案の理由、筑前町議会の常任委員会の再編に伴い、常任委員会の名称、委員の定

数、その所管事項を変更するため、及び議会運営委員会の委員定数を変更するため条

例を改正するものであります。これがこの条例案を提出する理由であります。 

 ８ページをご覧ください。  

 筑前町議会議員条例の一部を改正する条例。 

 筑前町議会委員会条例（平成１７年筑前町条例第１４５号）の一部を次のように改

正する。 

 表の右が現行で、左が改正後でございます。 

 現在３つの常任委員会がありますが、２つに編成するものです。 

 第２条第１項、総務常任委員会を総務建設常任委員会に名称を変更し、定数を５人

から８人にします。また所管課を明記します。 

 第２項、文教厚生常任委員会の名称はそのままで、人数を６人から８人にします。

また所管課を明記します。 

 第３号は削除します。 

 第６条第２項、議会運営委員会の定数を４人から５人にします。 

 附則、この条例は、平成２９年２月１日から施行します。 

 以上で、説明を終わります。 

 議  長  説明が終わりました。 

 これから、質疑を行います。 

 （質疑なし） 

 議  長  質疑がないようです。 

これから、討論を行います。 

 （討論なし） 

 議  長  討論なしと認めます。 

 これから、発議第５号「筑前町議会委員会条例の一部を改正する条例の制定につい

て」を、採決します。 

 発議第５号は、原案のとおり決定することに賛成の方は、挙手を願います。 

 （賛成者挙手） 

 議  長  挙手全員です。 

 したがって、発議第５号「筑前町議会委員会条例の一部を改正する条例の制定につ

いて」は、原案のとおり可決されました。 

日程第１６  

 議  長  日程第１６ 発議第６号「議会活性化検討特別委員会の委員定数の変更について」

を、議題とします。 

 議案の提案理由の説明を提出者に求めます。 

木村議員 

 木村議員  それではただ今から、発議第６号の提案理由の説明をいたします。 
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 議員提出議案書の１０ページをお開きください。 

 発議第６号「議会活性化検討特別委員会の委員定数の変更について」 

 議会活性化検討特別委員会の委員定数を別紙のとおり変更することについて、議会

の議決を求めます。 

 提出者 木村博文、賛成者は奥村忠義議員、桒野光雄議員であります。 

 提案の理由、議会活性化検討特別委員会の委員定数を変更する必要があるので、筑

前町議会議員条例（平成１７年筑前町条例第１４５号）第５条第２項の規定により、

議会の議決を求めるものです。 

 １１ページをご覧ください。 

 議会活性化検討特別委員会の委員定数の変更。 

 議会活性化検討特別委員会の委員定数を次のように変更します。 

 表の右が現行で、左が改正後です。 

 定数を７人から６人にします。 

 なお、この変更は、平成２９年２月１日から適用します。 

 最後に、皆様のご賛同を賜りますようお願いしまして、説明を終わります。 

 議  長  説明が終わりました。 

 これから、質疑を行います。 

 （質疑なし） 

 議  長  質疑がないようです。 

 これから、討論を行います。 

 （討論なし） 

 議  長  討論なしと認めます。 

 これから、発議第６号「議会活性化検討特別委員会の委員定数の変更について」を、

採決します。 

 発議第６号は、原案のとおり決定することに賛成の方は、挙手を願います。 

 （賛成者挙手） 

 議  長  挙手全員です。 

 したがって、発議第６号「議会活性化検討特別委員会の委員定数の変更について」

は、原案のとおり可決されました。 

日程第１７  

 議  長  日程第１７ 発議第７号「地方議会議員の厚生年金制度への加入を求める意見書」

を、議題とします。 

 議案の提案理由の説明を提出者に求めます。 

桒野議員 

 桒野議員  それではただ今から、発議第７号の提出理由の説明をいたします。 

 議会提出議案書の１２ページをお開きください。 

 発議第７号「地方議会議員の厚生年金制度への加入を求める意見書」 

 上記の議案を別紙のとおり地方自治法第１１２条及び筑前町議会会議規則第１３

条第１項の規定により提出する。 

 提出者 桒野光雄、賛成者 梅田美代子議員、福本秀昭議員であります。 

 提案の理由、現在、全国の町村議会が抱えている問題の１つとして、地方議会の重

要性が論じられる中、町村議会では議員のなり手不足が深刻化していることでありま

す。昨年行われました地方統一選挙においては、全国９２８ある町村のうち、およそ

４割にあたる３７３町村において議員選挙が行われ、うち２割以上にあたる８９町村

では無投票当選となり、中でも４町村では定数割れという状況でございました。 

 住民の代表として議会は、これまで以上にまちづくりにしっかりかかわっていくた
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めには、幅広い層の年代の方々が議員をやろうと思うような環境づくりを行っていか

なければならないと思います。そのためには地方議会議員の年金制度を時代に相応し

いものにすることで、議員を志す新たな人材確保につながっていくと考えております

ので、この意見書への皆様方のご賛同を賜りますようにお願い申し上げまして、説明

を終わります。 

 議  長  説明が終わりました。 

 これから、質疑を行います。 

河内議員 

 河内議員  議員が厚生年金に加入するということになると折半になりますので、行政側が支給

する分が、さっき試算していただいたんですが、７５０万近くなります。それは町民

の理解を得られるとお考えでしょうか。お尋ねします。 

 議  長  桒野議員 

 桒野議員  ただ今、河内議員の質問に対してお答えをいたします。 

 確かに町の負担は多くなると思いますが、町執行部に相談をしまして、了解を得た

いと思いますので、よろしくお願いをいたします。 

 議  長  河内議員 

 河内議員  今、桒野委員長、今から町執行部にご相談をするようなご答弁でしたが、こういう

のを出す場合には、まず町にも相談をしないといけないんじゃないかなと思うんです

が、その辺はどのようにお考えでしょうか。 

 議  長  桒野議員 

 桒野議員  お答えいたします。 

 それは、確かに河内議員の指摘のとおり、事前に調整をいたすべきところでござい

ましたですが、現在いたしておりません。 

 それで、これから町執行部のほうと話していきたいと思いますので、よろしくお願

いをいたします。 

 議  長  これで質疑を終わります。 

 これから、討論を行います。 

 （討論なし） 

 議  長  討論なしと認めます。 

 これから、発議第７号「地方議会議員の厚生年金制度への加入を求める意見書」を、

採決します。 

 発議第７号は、原案のとおり決定することに賛成の方は、挙手を願います。 

 （賛成者挙手） 

 議  長  挙手多数です。 

 したがって、発議第７号「地方議会議員の厚生年金制度への加入を求める意見書」

は、原案のとおり可決されました。 

 なお、発議第７号については、地方自治法第９９条の規定により、関係行政庁へ意

見書を提出します。 

 散  会  

 議  長  以上で、本日の日程は、全部終了しました。 

 本日は、これにて散会いたします。お疲れさまでございました。 

（１１：０２） 

 


